
議題５ これまでに検討したＩＣカード手法と課題について 

 

１．定期券方式 

交通系 IC カードの「定期券」の機能を活用した手法で、降車の際に指定の金額

が IC カードから差し引かれる。 

 

 【宮崎市（敬老バスカ）の場合】 ※一乗車につき 100 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【定期券方式の課題】 

  ・大分バス、大分交通それぞれの IC カードが必要となる。 

  ・一定期間ごとに更新手続きが必要となる（宮崎市は 3 年に 1 回）。 

  ・IC カード交付のための窓口設置が必要となり、多額の費用が必要となる。 

（１）事前手続き

（２）利用する

（３）更新手続き

バス会社① 市が発行する資格証を持参、申請

② ICカード交付

ニモカ（記名＋有効期限）

※ 有効期限が必須

市 民

乗車時 降車時
自動で100円

引かれる。

バス会社① ICカードを持参、申請

② 更新したICカードを交付

※デポジット料 500円が必要

市 民

市 民



２．ポイントバック方式 

   交通系 IC カードの「ポイントバック」の機能を活用した手法で、乗車の際は

通常運賃が差し引かれ、後日、ポイントで割引相当額分のポイントが還元される。 

 

【函館市（高齢者交通料金助成制度）の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイントバック方式の課題】 

  ・一旦、通常運賃を負担する必要がある。 

  ・ポイント交換を行う必要がある。 

・ポイントに有効期限がある（ポイントが付与日の翌年の 12 月末日まで）。 

  ・IC カード交付のための窓口設置が必要となり、多額の費用が必要となる。 

（１）事前手続き

（２）利用する

（３）ポイント交換

市 民

バス会社① ICカード（記名式）を購入

② ICカード交付

市 民

乗車時 降車時
通常運賃が

引かれる。

市 民
ポイント交換機

① ICカードのポイントを交換

② 差額分のポイントを還元

③ ICカードを持参し、市へ申請
市役所

④ ICカードを登録

※デポジット料 500円が必要

※ 通常運賃半額分をポイントで還元

（年間6,000ポイント上限）

※利用日の翌々日


